
　

田
原
市
で
は
、
排
水
設
備
工
事
や
雨
水

貯
留
槽
な
ど
を
設
置
す
る
方
を
対
象
に
、

補
助
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は

直
接
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

排
水
設
備
工
事
費
融
資
あ
っ
せ
ん
制
度

▼
内
容
＝
融
資
を
受
け
る
場
合
の
金
融
機

関
へ
の
利
息
を
市
が
負
担（
無
利
子
融
資
）

浄
化
槽
雨
水
貯
留
施
設
転
用
補
助
金

▼
内
容
＝
不
用
に
な
っ
た
浄
化
槽
に
雨
水

を
貯
留
さ
せ
て
、
庭
の
ま
き
水
な
ど
に
利

用
す
る
施
設
の
改
造
工
事
費
用
の
２
分
の

１
を
補
助
（
10
万
円
ま
で
）

雨
水
貯
留
施
設
新
設
補
助
金

▼
内
容
＝
雨
水
貯
留
槽
の
購
入
費
の
２
分

の
１
を
補
助
（
10
万
円
ま
で
）

▼
下
水
道
課
5
23
局
３
５
２
５

　　

公
共
下
水

道
や
農
業
集

落
排
水
に
接

続
す
る
工
事

は
、
排
水
設

備
指
定
工
事
店
で
な
け
れ
ば
施
工
で
き
ま

せ
ん
。
田
原
市
で
は
、
新
た
に
次
の
工
事

店
を
指
定
し
ま
し
た
。

新
規
指
定
工
事
店

・
㈲
マ
エ
川
建
材
5
37
局
０
１
５
０

・
㈲
豊
橋
水
道
工
業
所

　

5（
０
５
３
２
）61
局
１
１
２
１

・
サ
カ
イ
技
研
㈱

　

5（
０
５
６
８
）74
局
４
７
０
５

・
㈱
鳳
5
33
局
０
５
７
８

・
小
田
設
備

　

5（
０
５
３
２
）34
局
７
３
９
１

・
㈲
小
笠
原
組
5
37
局
０
８
３
８

・
㈲
丸
和
工
業
5
27
局
１
０
６
６

・
旭
水
道
㈱

　

5（
０
５
３
２
）54
局
７
１
７
８

・
タ
ネ
ヤ
電
機
工
業
所
5
32
局
０
２
４
３

・
㈲
本
多
建
材
店
5
32
局
０
１
９
２

▼
下
水
道
課
5
23
局
３
５
２
５

　

３
月
31
日
か
ら
、
下
水
道
を
使
え
る
区

域
が
下
図
の
と
お
り
拡
大
し
ま
し
た
。

　

今
回
新
し
く
使
え
る
よ
う
に
な
っ
た
方

や
、
す
で
に
使
え
る
区
域
に
お
住
ま
い
で

接
続
が
ま
だ
の
方
は
、
快
適
な
生
活
環
境

の
実
現
と
河
川
浄
化
の
た
め
、
下
水
道
接

続
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
供
用
開
始
区
域
に
つ
い
て
の
詳

し
い
図
面
は
、
下
水
道
課
に
あ
り
ま
す
。

▼
下
水
道
課
5
23
局
３
５
２
５
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下
水
道
接
続
に
ご
協
力
を
！

排
水
設
備

　

指
定
工
事
店
の
新
規
追
加

排
水
設
備
工
事
・
雨
水
貯
留
槽

設
置
な
ど
に
関
す
る
補
助
制
度

●公共下水道供用開始区域図

既供用開始区域

新規供用開始区域
（豊島町の一部、加治町の一部）




